
宇部市宇部市宇部市宇部市のののの相談支援体制相談支援体制相談支援体制相談支援体制    

今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ「「「「地域相談支援体制地域相談支援体制地域相談支援体制地域相談支援体制のののの充実充実充実充実」」」」    

■■■■障害者や家族等からの様々な相談内容に応じて、サービス事業所や保健・医

療・福祉の関係機関との連携を図り、障害者相談員等の身近な相談窓口や専

門的な相談機関に至る総合的な相談支援体制を充実します。 

■相談支援事業の更なる周知を図るとともに、障害者が抱える様々な問題に対

し、その人に応じたきめ細かな支援が行えるように、相談支援事業における

ケアマネジメント体制の強化を図ります。 
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〔専門相談機関〕 

○発達障害者支援センター 

○障害者就業・生活支援センター 

○障害児等療育支援事業者 

○高次脳機能相談事業者  

○児童相談所、こころの健康相談 

○リハビリ機関、入所支援施設 等 

どこに相談があっても、関係

機関が連携して、課題を解決

します。 
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第三次宇部市障害者福祉計画（平成 23 年３月） 

機関名の変更による修正（平成 25 年 6 月） 

指定特定相談指定特定相談指定特定相談指定特定相談

支援事業者支援事業者支援事業者支援事業者    

圏域障害者相圏域障害者相圏域障害者相圏域障害者相

談支援事業者談支援事業者談支援事業者談支援事業者    

基幹相談支援基幹相談支援基幹相談支援基幹相談支援

センターセンターセンターセンター    

 

資料１－追加１ 


